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＜従来の考え方＞森林の多面的機能は木材生産に
伴う外部経済効果→多面的機能への支払いは受
益者がすべき 多面的機能＝外部経済効果の場合

＜貿易論的考え方＞ 価格 私的限界費用PMC

多面的機能維持への p A

費用は貿易自由化 p’ B ピグー補助金

の外部不経済効果

→支払いは自由貿易 社会的限界費用SMC 需要曲線

の受益者が行うべき ０ ｑ q’ 生産量

1.部分均衡モデルによる分析



1.1 輸入国の場合

(自給自足) (貿易下)

価格 PMC 価格 PMC
A SMC      A                                         SMC

ピグー補助金 ピグー補助金

ｐ B B

ｐ’ C D

E E
０ ｑ 生産量 ０ ｑ’ 生産量

・貿易自由化後のほうが社会的余剰が上昇する。

・しかし森林の持続可能性維持のための費用を含める
とそうはいえなくなる。



1.2 輸出国（天然林材輸出国）の場合

・木材生産は森林の多面的機能を劣化させる外

部不経済効果を持つ
（自給自足） （貿易下）

価格 SMC 価格 SMC
ピグー税 B ピグー税

PMC p’ PMC
p A A

需要曲線 需要曲線

０ q ０ q’ q”

・ピグー税を適切に課した場合は、自由貿易をした
が社会的余剰が増加



1.3 外部性の内部化が行われていない場合

 木材輸出国で外部不経済（森林劣化による多
面的機能の劣化）の内部化が行われていない
場合＝ロイヤルティの不払い、違法伐採

→輸出量が増加

 森林の持続可能性を政策目標とする木材輸入
国に過剰な森林管理費の支出

 木材輸入国の消費者は安い木材製品を享受

→①貿易自由化による受益者が森林管理費を支
払うべき

②違法伐採に木材輸入国が貿易措置をとるこ
とに妥当性がある

森林原則声明



2.1 ストルパーサミュエルソン定理（2財2要素）

 貿易自由化でQ１↑→部門１にKとLが移動→Q2↓

→部門２は労働集約産業なので、 Kの超過需要、
Lの超過供給→ｒ↑、ｗ↓→Ｐ１↑、Ｐ2↓

 利潤ゼロの仮定より、Ｐ１Q１（=ｒ1K1＋ｗ1L1）↑

Ｐ2 Q2 （=ｒ2K2＋ｗ2L2）↓

2.一般均衡分析

ｗｒＰ２Ｐ１価格

LKQ2Q１量

要素２

労働

要素１

資本

財２(労働
集約的)

財１(資本

集約的)



2.2 貿易利益再分配の厚生経済学

 貿易自由化により輸出財産業は所得が上昇、
輸入財産業は所得が減少（貿易利益を受ける
のは、輸出産業と消費者）

→国際貿易の厚生経済学では「一括補償また
は消費税スキームの下で自由貿易は自給自足
より社会的厚生が改善」

輸入産業を林業とすると、

一括補償…林業関連家計への一括補助金

消費税…木材の価格支持と賃金補償

→実際には全く行われていない



2.3 森林持続可能性のための経済政策

 森林管理は公的管理より、経済ベースで行う
ほうが効率的（国によっては公的管理は不可
能）

→森林の持続可能性を政策目標とする場合は、

生産刺激的な（所得補償ではなく、価格支
持や補助金）政策が必要



3. まとめ

 貿易自由化による木材輸入国の森林管理の劣
化は自由化による外部不経済効果であり、貿
易利益の受益者が補償すべき

 違法伐採は輸入国の森林管理費を増加させて
いるので、輸入国から貿易政策を行う権利が
ある。

 WTOは、適切な再分配政策を貿易自由化と

同時に各国に行わせるべき

 森林の持続可能性を政策目標にする場合、一
括補償ではなく、消費税スキームがよい


